
-11-3-1- 

11.3 振動 

実施区域及びその周辺には住居等の保全対象が存在し、自動車の走行に係る影響、

建設機械の稼働に係る影響、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る影響が考

えられるため、振動の調査、予測及び評価を行いました。 

 

 自動車の走行に係る振動 

 調査結果の概要 

(1) 調査した情報 

調査項目は、以下のとおりとしました。 

ア. 振動の状況 

・振動レベル（80%レンジの上端値（L10）） 

イ. 地盤の状況 

・地盤種別 

・地盤卓越振動数 

 

(2) 調査の手法 

調査の手法は、既存資料調査及び現地調査としました。既存資料調査は、地盤種

別について行い、既存の文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理

により行いました。また、現地調査の調査手法は、表 11.3.1.1 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.1 自動車の走行に係る振動の調査手法 

調査項目 調査手法 測定高さ

振 動

の 状

況 

振動レベル

（ 80% レ ン

ジの上端値

（L10）） 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総

理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日

環境省令第 19 号）別表第二備考 4 及び 7 に規定

された測定方法 

JIS Z 8735

「 振 動 レ ベ

ル の 測 定 方

法」 

地表面 

地 盤

の 状

況 

地盤種別 目視による現地調査 - 

地盤卓越 

振動数 

「計量法」（平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号、最終改正：平成

26 年 6 月 13 日法律第 69 号）第 71 条の条件に合格した振動レ

ベル計を用いて大型車単独走行時の地盤振動を記録し、1/3 オ

クターブバンド周波数分析器により振動加速度が最大を示す中

心周波数を地盤卓越振動数として算出。地盤卓越振動数は、大

型車の通行時に 10 回以上の測定を実施。 

地表面 

 

  

■用語の説明■ 

80%レンジの上端値（L10）：100 個またはそれに準ずる振動測定値をレベル順に並べたとき、中央

値を中心とした 80%の範囲の上端の値。 

地盤卓越振動数：地盤振動を周波数分析し、振動加速度レベルが最大を示す周波数帯域の中心波

数を読み取り、これらを平均した数値。 



-11-3-2- 

(3) 調査地域及び調査地点 

調査地域は、振動の影響範囲内に住居等の保全対象が存在する地域とし、計画路

線のうち、地表式、嵩上式となる区間の周辺地域としました。 

振動の状況の調査地点は、住居等の保全対象の位置、計画路線の構造及び周辺の

地形等を踏まえ、調査地域の振動の状況及び地盤の状況を適切に把握できる地点及

び調査地域に位置する主要な道路の沿道地点としました。また、地盤の状況の調査

地点は、調査地域の周辺に位置する主要な道路の沿道の地点としました。 

調査地点は、表 11.3.1.2 及び図 11.3.1.1 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.2（1） 自動車の走行に係る振動（振動の状況）の調査地点（一般環境振動） 

番号 調査地点 所在地 都市計画用途地域 保全対象

1 赤沼公民館 諏訪市四賀 2014 無指定 住居等 

2 四賀公民館 諏訪市四賀 804-3 第一種住居地域 住居等 

3 桑原公民館 諏訪市四賀 784 第一種住居地域 住居等 

4 双葉ヶ丘第 2 児童遊園 諏訪市上諏訪 8851-1 第一種住居地域 住居等 

5 島木赤彦住居 下諏訪町北高木 9180 第一種低層住居専用地域 住居等 

6 秋宮スケートリンク 下諏訪町小湯の上2部3584-4 第一種住居地域 住居等 

7 ハイム天白 下諏訪町 557-2 第一種中高層住居専用地域 住居等 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 

 

表 11.3.1.2（2） 自動車の走行に係る振動（振動の状況）の調査地点（道路交通振動） 

番号 調査地点 路線名 都市計画用途地域 保全対象

A 諏訪市四賀 1 一般国道 20 号バイパス 準工業地域 住居等 

B 諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 準工業地域 住居等 

C 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 第一種住居地域 住居等 

D 諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 第一種低層住居専用地域 住居等 

E 下諏訪町武居南 町道御射山道線 準工業地域 住居等 

F 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 第一種中高層住居専用地域 住居等 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■用語の説明■ 

一般環境振動：特定の発生源を持たない振動。 

道路交通振動：自動車が道路を走行することに伴って発生する振動。 
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表 11.3.1.2（3） 自動車の走行に係る振動（地盤の状況）の調査地点 

番号 調査地点 路線名 都市計画用途地域 保全対象

a 諏訪市四賀 1 一般県道神宮寺諏訪線 第一種住居地域 住居等 

b 諏訪市四賀 2 一般県道神宮寺諏訪線 第一種住居地域 住居等 

c 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 第一種住居地域 住居等 

d 諏訪市上諏訪 市道角間新田線 無指定 住居等 

e 下諏訪町高木 一般国道 20 号 準工業地域 住居等 

f 下諏訪町横町木の下 一般国道 142 号 第一種住居地域 住居等 

g 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 商業地域 住居等 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 
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図 11.3.1.1 自動車の走行に係る振動調査地点
位置図 
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(4) 調査期間等 

既存資料調査は、最新の資料が入手可能な時期に行いました。 

現地調査の調査期間は、1 年間を通じて平均的な交通状況を呈する平日の昼間及

び夜間の時間帯とし、振動の状況及び地盤の状況について、平成 29 年 11 月 15 日

（水）から平成 29 年 11 月 16 日（木）に 24 時間連続の測定を行いました。 

 

(5) 調査結果 

 振動の状況 

調査結果は、表 11.3.1.3 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.3（1） 振動の状況（80%レンジの上端値（L10））の調査結果（一般環境振動） 

［単位：dB］ 

番号 調査地点 所在地 
調査結果（L10） 

昼間 夜間 

1 赤沼公民館 諏訪市四賀 2014 33 <25 

2 四賀公民館 諏訪市四賀 804-3 32 <25 

3 桑原公民館 諏訪市四賀 784 <25 <25 

4 双葉ヶ丘第 2 児童遊園 諏訪市上諏訪 8851-1 <25 <25 

5 島木赤彦住居 下諏訪町北高木 9180 <25 <25 

6 秋宮スケートリンク 下諏訪町小湯の上 2部 3584-4 <25 <25 

7 ハイム天白 下諏訪町 557-2 <25 <25 

注 1：時間区分は、昼間（7 時～19 時）、夜間（19 時～7 時）である。 

注 2：“<”は測定限界の 25dB 未満であったことを示す。 

 

表 11.3.1.3（2） 振動の状況（80%レンジの上端値（L10））の調査結果（道路交通振動） 

［単位：dB］ 

番号 調査地点 路線名 
調査結果（L10） 

昼間 夜間 

A 諏訪市四賀 1 一般国道 20 号バイパス 53 45 

B 諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 38 28 

C 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 31 <25 

D 諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 34 <25 

E 下諏訪町武居南 町道御射山道線 <25 <25 

F 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 26 <25 

注 1：時間区分は、昼間（7 時～19 時）、夜間（19 時～7 時）である。 

注 2：“<”は測定限界の 25dB 未満であったことを示す。 
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 地盤の状況 

調査結果は、表 11.3.1.4 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.4 地盤の状況（地盤種別、地盤卓越振動数）の調査結果 

［単位：Hz］ 

番号 調査地点 路線名 地盤種別 地盤卓越振動数

a 諏訪市四賀 1 一般県道神宮寺諏訪線 砂地盤 20.0 

b 諏訪市四賀 2 一般県道神宮寺諏訪線 砂地盤 20.0 

c 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 砂地盤 25.8 

d 諏訪市上諏訪 市道角間新田線 砂地盤 23.0 

e 下諏訪町高木 一般国道 20 号 砂地盤 22.0 

f 下諏訪町横町木の下 一般国道 142 号 砂地盤 18.0 

g 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 砂地盤 43.0 

注：地盤種別は、図 4.1.4.2 を参照した。 
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 予測結果 

(1) 予測の手法 

自動車の走行に係る振動の予測は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政

策総合研究所資料第 714 号 6.1」（平成 25 年 3 月 国土技術政策総合研究所）に記

載の振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式（旧建設省土

木研究所の提案式）を用い、振動レベルの 80％レンジの上端値（𝐿  ）を予測しま

した。 

 

 予測手順 

予測手順は、図 11.3.1.2 に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第 714 号 6.1」 

（平成 25 年 3 月 国土技術政策総合研究所） 

図 11.3.1.2 自動車の走行に係る振動の予測手順 

平面道路 高架道路 

平面併設 単独 

盛土道路 

切土道路 

掘割道路 

予測条件の設定 

高架道路予測基準点での振動レベル 

併設平面道路の基準点の振

動レベル 

高架道路と平面道路とのエ

ネルギー合成 

距離減衰の補正 距離減衰の補正 距離減衰の補正 距離減衰の補正 

道路構造 

平面道路予測基準点での振動レベル 

道 路 構 造 に よ る

補正 
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 予測式 

予測式は、次式を用いました。また、予測式に用いる定数及び補正値は、表

11.3.1.5 に示すとおりです。 

 

𝐿  𝐿  
∗ 𝛼  

𝐿  
∗ a ⋅ log  log  𝑄∗ 𝑏 ⋅ log  𝑉 𝑐 ⋅ log  𝑀 𝑑 𝛼 𝛼 𝛼  

 

ここで、 

𝐿   ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値(dB) 

𝐿  
∗ ：基準点における振動レベルの 80%レンジの上端値の予測値(dB) 

𝑄∗ ：500 秒間の１車線あたり等価交通量(台/500 秒/車線) 

𝑄∗ 500
3,600

1
𝑀

𝑄 𝐾𝑄  

𝑄  ：小型車類時間交通量(台/時) 

𝑄  ：大型車類時間交通量(台/時) 

𝐾 ：大型車の小型車への換算係数 

𝑉 ：平均走行速度(km/時) 

𝑀 ：上下車線合計の車線数 

𝛼  ：路面の平坦性による補正値(dB) 

𝛼  ：地盤卓越振動数による補正値(dB) 

𝛼  ：道路構造による補正値(dB) 

𝛼  ：距離減衰による補正値(dB) 

𝑎、𝑏、𝑐、𝑑：定数 
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表 11.3.1.5 振動予測式の定数及び補正値等 

道路

構造 
𝐾 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝛼  𝛼  𝛼  

𝛼 𝛽 log 𝑟 5⁄ 1 log 2
𝑟 ∶基準値から予測

地点までの距離 m

平面

道路 

 

高架道

路に併

設され

た場合

を除く 

 

100 𝑉

≦ 140 

 km h 

のとき 

 

14 

 

𝑉 ≦ 100 

 km h 

のとき 

 

13 

 

47 12 

3.5 27.3 

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装

では 

8.2log  𝜎 

 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ舗装

では 

19.4log  𝜎 

 

σ ∶ 3m 

ﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀによ

る 路 面 凹 凸

の 標 準 偏 差

mm  

 𝑓 ≧ 8Hzのとき 

17.3log  𝑓 

 

 𝑓 8Hzのとき 

9.2log  𝑓 7.3

 

𝑓 ∶地盤卓越 

振動数 Hz  

0 

𝛽 ∶粘土地盤では 

0.068𝐿  
∗ 2.0 

 

𝛽 ∶砂地盤では 

0.130𝐿  
∗ 3.9 

盛土

道路 

1.4𝐻

0.7 

𝐻 ∶盛土高

さ m  

𝛽 ∶ 0.081𝐿  
∗ 2.2 

切土

道路 

0.7𝐻

3.5 

𝐻 ∶切土高

さ m  

𝛽 ∶ 0.187𝐿  
∗ 5.8 

掘割 

道路 

4.1𝐻

6.6 

𝐻 ∶掘割深

さ m  

𝛽 ∶ 0.035𝐿  
∗ 0.5 

高架

道路 
7.9 

1本

橋脚

では

7.5 

 

2本

以上

橋脚

では  

8.1 

1.9log  𝐻  

𝐻 ∶伸縮継手

部 よ り 5m

範 囲 内 の 最

大 高 低 差

mm  

 𝑓 ≧ 8Hzのとき 

6.3log  𝑓 

 

 𝑓 8Hzのとき 

5.7 

0 𝛽 ∶ 0.073𝐿  
∗ 2.3 

高架

道路

に併

設さ

れた

平面

道路 

3.5 21.4 

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装

では  

8.2log  𝜎 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ舗装

では  

19.4log  𝜎 

 

 𝑓 ≧ 8Hzのとき 

17.3log  𝑓 

 

 𝑓 8Hzのとき 

9.2log  𝑓 7.3

注：（社）日本道路協会が提案した路面平坦性の目標値のうち、計画路線(本線、新設接続道路)は「交通量の多い一般道路」の

値(σ=5.0mm、Hp=20mm)を用いた。 

出典：「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第 714 号 6.1」 

（平成 25年 3月 国土技術政策総合研究所） 
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(2) 予測地域及び予測地点 

予測地域は、調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響

を受けるおそれがあり、影響範囲内に住居等の保全対象が存在する地域及び立地す

ることが予定される地域としました。 

予測地点は、予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を

分割し、その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地

点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定しました。

なお、予測位置は計画路線の区域の敷地境界上としました。 

予測地点は表 11.3.1.6 及び図 11.3.1.3 に、予測地点における予測断面は図

11.3.1.4 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.6 自動車の走行に係る振動の予測地点 

番号 予測地点 道路構造 都市計画用途地域 保全対象 

1 諏訪市四賀 1 平面 
第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、準工業地域 
住居等 

2 諏訪市四賀 2 盛土 無指定 住居等 

3 諏訪市四賀 3 高架 無指定 住居等 

4 諏訪市四賀 4 高架 第一種住居地域 住居等 

5 諏訪市上諏訪 1 切土 
第一種低層住居専用地域、第一種住

居地域、無指定 
住居等 

6 諏訪市上諏訪 2 盛土、切土 
第一種低層住居専用地域、第一種住

居地域、無指定 
住居等 

7 諏訪市上諏訪 3 高架、盛土 第一種住居地域、無指定 住居等 

8 下諏訪町東高木 1 高架、盛土 
第一種低層住居専用地域、第一種住

居地域、準工業地域 
住居等 

9 下諏訪町東高木 2 盛土、切土 第一種低層住居専用地域、無指定 住居等 

10 下諏訪町東高木 3 盛土 
第一種低層住居専用地域、第一種中

高層住居専用地域 
住居等 

11 下諏訪町武居南 1 盛土 第一種中高層住居専用地域 住居等 

12 下諏訪町武居南 2 高架 
第一種中高層住居専用地域、準工業

地域 
住居等 

13 下諏訪町東町中 切土 
第一種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、無指定 
住居等 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 

 

(3) 予測対象時期 

予測対象時期は、計画交通量の発生が見込まれる時期として、西暦 2030 年とし

ました。 
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図 11.3.1.3 自動車の走行に係る振動予測
地点位置図



-11-3-12- 

 
図 11.3.1.4（1） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（1.諏訪市四賀 1） 

 
図 11.3.1.4（2） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（2.諏訪市四賀 2） 

 

 
図 11.3.1.4（3） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（3.諏訪市四賀 3）
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図 11.3.1.4（4） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（4.諏訪市四賀 4） 

 

 

 
図 11.3.1.4（5） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（5.諏訪市上諏訪 1） 

 

 

 
図 11.3.1.4（6） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（6.諏訪市上諏訪 2） 
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図 11.3.1.4（7） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（7.諏訪市上諏訪 3） 

 

 
図 11.3.1.4（8） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（8.下諏訪町東高木 1） 

 

 
図 11.3.1.4（9） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（9.下諏訪町東高木 2） 
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図 11.3.1.4（10） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（10.下諏訪町東高木 3） 

 

 

 
図 11.3.1.4（11） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（11.下諏訪町武居南 1） 

 

 
図 11.3.1.4（12） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（12.下諏訪町武居南 2） 
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図 11.3.1.4（13） 自動車の走行に係る振動の予測断面図（13.下諏訪町東町中） 
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(4) 予測条件 

 交通条件 

 日交通量 

日交通量は、西暦 2030 年の計画交通量としました。日交通量は、表 11.3.1.7 に

示すとおりです。 

 

表 11.3.1.7 日交通量 

番号 予測地域 日交通量（台/日） 

1 諏訪市四賀 1 32,100 

2 諏訪市四賀 2 
22,400 

3 諏訪市四賀 3 

4 諏訪市四賀 4 
21,400 

5 諏訪市上諏訪 1 

6 諏訪市上諏訪 2 

25,100 

7 諏訪市上諏訪 3 

8 下諏訪町東高木 1 

9 下諏訪町東高木 2 

10 下諏訪町東高木 3 

11 下諏訪町武居南 1 

12 下諏訪町武居南 2 
18,300 

13 下諏訪町東町中 

 

 時間変動係数及び車種構成比 

時間変動係数及び車種構成比は、「第 11 章 11.1 大気質 11.1.1 自動車の走行

に係る大気質」と同様としました。 

 

 車種分類 

車種分類は、「第 11 章 11.1 大気質 11.1.1 自動車の走行に係る大気質」と同

様としました。 

 

 走行速度 

走行速度は、「第 11 章 11.1 大気質 11.1.1 自動車の走行に係る大気質」と同

様としました。 
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 地盤種別及び地盤卓越振動数 

各地点の地盤種別及び地盤卓越振動数は、現地調査結果に基づき設定しました。

予測に用いた地盤種別及び地盤卓越振動数は、表 11.3.1.8 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.8 地盤種別及び地盤卓越振動数 

［単位：Hz］ 

番号 予測地点 地盤種別 地盤卓越振動数 

1 諏訪市四賀 1 砂地盤 

20.0 2 諏訪市四賀 2 砂地盤 

3 諏訪市四賀 3 砂地盤 

4 諏訪市四賀 4 砂地盤 25.8 

5 諏訪市上諏訪 1 砂地盤 

23.0 6 諏訪市上諏訪 2 砂地盤 

7 諏訪市上諏訪 3 砂地盤 

8 下諏訪町東高木 1 砂地盤 

22.0 9 下諏訪町東高木 2 砂地盤 

10 下諏訪町東高木 3 砂地盤 

11 下諏訪町武居南 1 砂地盤 
18.0 

12 下諏訪町武居南 2 砂地盤 

13 下諏訪町東町中 砂地盤 43.0 
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(5) 予測結果 

自動車の走行に係る振動の予測結果は、表 11.3.1.9 に示すとおりです。予測結

果は、昼間が 30～50dB、夜間が 28～48dB です。 

 

表 11.3.1.9 自動車の走行に係る振動の予測結果（80%レンジの上端値（L10）） 

［単位：dB］ 

番号 予測地点 
予測値（L10） 要請限度 

昼間 夜間 昼間 夜間 

1 諏訪市四賀 1 
東側 50 48 70 65 

西側 49 46 70 65 

2 諏訪市四賀 2 
北側 38 35 （65） （60）

南側 38 35 （65） （60）

3 諏訪市四賀 3 
北側 42 40 （65） （60）

南側 42 40 （65） （60）

4 諏訪市四賀 4 
東側 42 40 65 60 

西側 42 40 65 60 

5 諏訪市上諏訪 1 
東側 30 28 （65） （60）

西側 41 39 （65） （60）

6 諏訪市上諏訪 2 
東側 41 38 （65） （60）

西側 41 39 （65） （60）

7 諏訪市上諏訪 3 
東側 43 41 （65） （60）

西側 44 42 （65） （60）

8 下諏訪町東高木 1 西側 41 38 65 60 

9 下諏訪町東高木 2 
東側 39 37 （65） （60）

西側 38 36 65 60 

10 下諏訪町東高木 3 西側 35 32 65 60 

11 下諏訪町武居南 1 
東側 45 43 65 60 

西側 40 38 65 60 

12 下諏訪町武居南 2 
東側 43 41 65 60 

西側 43 41 65 60 

13 下諏訪町東町中 南側 37 34 65 60 

注 1：時間区分は、昼間（7 時～19 時）、夜間（19 時～7 時）である。また、予測の対象時間は、昼間・夜間の時

間区分毎に振動レベルが最も大きくなる時間帯（昼間 9 時～10 時、夜間 19 時～20 時）とした。 

注 2：要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20

日環境省令第 19 号）の道路交通振動の限度である。 

注 3：振動に係る要請限度の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「第 

1 種区域」を想定した。想定した基準値は（）付きで示す。  

注 4：予測結果は、それぞれの予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。  
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 環境保全措置の検討 

(1) 環境保全措置の検討 

予測結果より、自動車の走行に係る振動に関しては、「振動規制法施行規則」に

よる道路交通振動の限度以下と考えられるため、環境保全措置の検討は行わないも

のとします。 

 

 事後調査 

予測の手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考え

られることから、事後調査は行わないものとします。 

 

 評価結果 

(1) 回避又は低減に係る評価 

計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画

としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図って

います。 

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

されているものと評価します。 

 

(2) 基準又は目標との整合性の検討 

自動車の走行に係る振動の予測結果は、すべての予測地点及び時間区分において

基準値以下であり、基準等との整合は図られているものと評価します。 

整合を図るべき基準等は表 11.3.1.10 に、予測結果と要請限度を比較した評価結

果は表 11.3.1.11 に示すとおりです。 

 

表 11.3.1.10 整合を図るべき基準等 

項目 整合を図るべき基準又は目標 基準値 

振動レベル（80%レ

ン ジ の 上 端 値

（L10）） 

【要請限度】 

「振動規制法施行規則」（昭和51年 11月

10 日総理府令第 58 号、最終改正：平成

27 年 4 月 20 日環境省令第 19 号）による

道路交通振動の限度 

第 1種区域 

昼間（7時～19時）：65dB 

夜間（19時～7時）：60dB 

第 2種区域 

昼間（7時～19時）：70dB 

夜間（19時～7時）：65dB 

注：第 1 種区域：良好な環境を保つため、特に静穏の保持が必要とする区域及び住居の用に供される

ため、静穏の保持を必要とする区域。 

第 2 種区域：住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住

民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として

工業などの用に供される区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動

の発生を防止する必要がある区域。 
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表 11.3.1.11 自動車の走行に係る振動の評価結果（80%レンジの上端値（L10）） 

［単位：dB］ 

番号 予測地点 
評価値（L10） 要請限度 

評価 
昼間 夜間 昼間 夜間 

1 諏訪市四賀 1 
東側 50 48 70 65 

基準又

は目標

との整

合が図

られて

いる。

西側 49 46 70 65 

2 諏訪市四賀 2 
北側 38 35 （65） （60） 

南側 38 35 （65） （60） 

3 諏訪市四賀 3 
北側 42 40 （65） （60） 

南側 42 40 （65） （60） 

4 諏訪市四賀 4 
東側 42 40 65 60 

西側 42 40 65 60 

5 諏訪市上諏訪 1 
東側 30 28 （65） （60） 

西側 41 39 （65） （60） 

6 諏訪市上諏訪 2 
東側 41 38 （65） （60） 

西側 41 39 （65） （60） 

7 諏訪市上諏訪 3 
東側 43 41 （65） （60） 

西側 44 42 （65） （60） 

8 下諏訪町東高木 1 西側 41 38 65 60 

9 下諏訪町東高木 2 
東側 39 37 （65） （60） 

西側 38 36 65 60 

10 下諏訪町東高木 3 西側 35 32 65 60 

11 下諏訪町武居南 1 
東側 45 43 65 60 

西側 40 38 65 60 

12 下諏訪町武居南 2 
東側 43 41 65 60 

西側 43 41 65 60 

13 下諏訪町東町中 南側 37 34 65 60 

注 1：時間区分は、昼間（7 時～19 時）、夜間（19 時～7 時）である。また、予測の対象時間は、昼間・夜間の時

間区分毎に振動レベルが最も大きくなる時間帯（昼間 9 時～10 時、夜間 19 時～20 時）とした。 

注 2：振動に係る要請限度の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「第 

1 種区域」を想定した。想定した基準値は（）付きで示す。 
注 3：予測結果は、それぞれの予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 
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 建設機械の稼働に係る振動 

 調査結果の概要 

(1) 調査した情報 

調査項目は、以下のとおりとしました。 

ア. 地盤の状況 

・地盤種別 

 

(2) 調査の手法 

調査の手法は、既存資料調査としました。既存資料調査は、既存の文献その他の

資料による情報の収集並びに当該情報の整理により、表層地質図等を用いて整理し

ました。 

 

(3) 調査地域及び調査地点 

調査地域は、建設機械が稼働する区域周辺の振動の影響範囲内に住居等の保全対

象が存在する地域としました。 

調査地点は、住居等の保全対象の位置等を踏まえ、調査地域の地盤の状況を適切

に把握できる地点としました。 

調査地点は、表 11.3.2.1 及び図 11.3.2.1 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.1 建設機械の稼働に係る振動の調査地点 

番号 調査地点 所在地 都市計画用途地域 

1 赤沼公民館 諏訪市四賀 2014 無指定 

2 四賀公民館 諏訪市四賀 804-3 第一種住居地域 

3 桑原公民館 諏訪市四賀 784 第一種住居地域 

4 尾玉団地内 諏訪市上諏訪 第一種低層住居専用地域 

5 双葉ヶ丘第 2 児童遊園 諏訪市上諏訪 8851-1 第一種住居地域 

6 島木赤彦住居 下諏訪町北高木 9180 第一種低層住居専用地域 

7 秋宮スケートリンク 下諏訪町小湯の上 2 部 3584-4 第一種住居地域 

8 ハイム天白 下諏訪町 557-2 第一種中高層住居専用地域 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 
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図 11.3.2.1 建設機械の稼働に係る振動の 

調査地点位置図 
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(4) 調査期間等 

既存資料調査は、最新の資料が入手可能な時期に行いました。 

 

(5) 調査結果 

ア. 地盤の状況 

調査結果は、表 11.3.2.2 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.2 地盤の状況の調査結果 

番号 調査地点 地盤種別 

1 赤沼公民館 未固結 

2 四賀公民館 未固結 

3 桑原公民館 未固結 

4 尾玉団地内 未固結 

5 双葉ヶ丘第 2 児童遊園 未固結 

6 島木赤彦住居 未固結 

7 秋宮スケートリンク 未固結 

8 ハイム天白 未固結 

注：地盤種別は、図 4.1.4.2 を参照した。 

 

 



-11-3-25- 

 予測結果 

(1) 予測の手法 

建設機械の稼働に係る振動の予測は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術

政策総合研究所資料第 714 号 6.2」（平成 25 年 3 月 国土技術政策総合研究所）

に記載の事例の引用又は解析により得られた式を用い、振動レベルの 80％レンジ

の上端値（𝐿  ）を予測しました。 

 

ア. 予測手順 

予測手順は、図 11.3.2.2 に示すとおりです。 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第 714 号 6.2」 

（平成 25 年 3 月 国土技術政策総合研究所） 

図 11.3.2.2 建設機械の稼働に係る振動の予測手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

・想定される工程 

建設機械の組み合わせ（ユニット） 

及びその数の選定 

施工範囲とユニットの配置 

年間工事日数の設定 

振動レベルの予測 
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イ. 予測式 

予測式は、次式を用いました。 

 

𝐿 𝑟 𝐿 𝑟 15 log  𝑟/𝑟 8.68𝛼 𝑟 𝑟  

 

ここで、 

𝐿 𝑟  ：予測地点における振動レベル（dB） 

𝐿 𝑟  ：基準点における振動レベル（dB） 

𝑟 ：ユニットの稼働位置から予測地点までの距離（m） 

𝑟  ：ユニットの稼働位置から基準点までの距離（𝑟 =5m） 

𝛼 ：内部減衰係数（dB） 

  固結地盤 𝛼＝0.001、未固結地盤 𝛼＝0.01 
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(2) 予測地域及び予測地点 

予測地域は、調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響

を受けるおそれがあり、影響範囲内に住居等の保全対象が存在する地域及び立地す

ることが予定される地域としました。 

予測地点は、予測地域の中から工事の区分ごとに住居等の保全対象の存在、道路

構造、工種及び工事量を考慮し、環境影響の程度が最大となると想定される地点で、

影響を適切に把握できる代表地点としました。予測位置は、工事敷地境界上としま

した。 

予測地点は、表 11.3.2.3 及び図 11.3.2.3 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.3 建設機械の稼働に係る振動の予測地点 

番号 予測地点 工事区分 道路構造 保全対象

1 諏訪市四賀 1 土工 平面 住居等 

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土 住居等 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 高架 住居等 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 高架 住居等 

5 諏訪市上諏訪 1※ 土工 トンネル 住居等 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 切土 住居等 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土 住居等 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 高架 住居等 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 高架 住居等 

10 下諏訪町東高木 2 土工 切土 住居等 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土 住居等 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土 住居等 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 高架 住居等 

14 下諏訪町東町中 土工 切土 住居等 

※：トンネル構造であるが、地上部での工事を実施する地点である。 

 

(3) 予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期と

しました。 


